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令和4年3月号 令和4年3月号
1617

で
、必
要
事
項
を
記
入
し
、ボ
ッ
ク
ス
に
投
か
ん

し
て
く
だ
さ
い
。

町
長
へ
の
フ
ァ
ッ
ク
ス

町
長
へ
の
手
紙
ボ
ッ
ク
ス
に
備
え
付
け
て
あ

る
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、専
用

フ
ァ
ッ
ク
ス（
FAX
5
8
1
･
4
9
7
4
）へ
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

町
長
へ
の
E
メ
ー
ル

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に「
町
長
へ
の
E

メ
ー
ル
」コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。必
要
事
項
を

入
力
し
、送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課（

内
線
3
1
4
）

ご
存
じ
で
す
か
？

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、ス
ポ
ー
ツ
活
動
だ

け
で
な
く
文
化
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の

社
会
教
育
活
動
を
安
心
し
て
行
う
た
め
の
補
償

制
度
で
す
。令
和
4
年
度
は
保
険
内
容
の
改
定

が
行
わ
れ
ま
す
。詳
し
く
は
、生
涯
学
習
課
に
備

え
付
け
て
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

加
入
対
象

ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
文
化
活
動
等
を
行
う
4
人
以

上
の
団
体

対
象
と
な
る
事
故

団
体
管
理
下
で
の
活
動
中（
国
内
）と
団
体
活
動

へ
の
往
復
中
の
事
故
等

補
償
内
容

傷
害
保
険
、賠
償
責
任
保
険
、突
然
死
葬
祭
費
用

保
険

※�

加
入
区
分
に
よ
り
補
償
金
額
は
異
な
り
ま
す
。

申
込
方
法

（
公
財
）ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
ス
ポ
安
ね
っ
と
」か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
申
し
込
み
、ま
た
は
加
入
依
頼
書
の
郵
送

に
よ
る
申
し
込
み

※�

令
和
5
年
度
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し

込
み
に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。円
滑
な
移
行
の

た
め
、令
和
4
年
度
よ
り
で
き
る
限
り
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。

保
険
期
間（
令
和
4
年
度
）

令
和
4
年
4
月
1
日
～
令
和
5
年
3
月
31
日

※�

4
月
1
日
以
降
の
申
し
込
み
は
、加
入
依
頼

書
を
郵
送
し
た
消
印
日
と
払
込
日
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
の
翌
日
か
ら
有
効
。イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
場
合
は
、払
込
日
か
ら
有
効
。

問�（
公
財
）ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
埼
玉
県
支
部

（

0
4
8
･
7
7
9
･
9
5
8
0
）、ま
た
は

生
涯
学
習
課（

内
線
5
3
1
）

ご
存
じ
で
す
か
？

成
年
後
見
制
度

　
認
知
症
や
知
的
障
害
、精
神
障
害
な
ど
に
よ

り
、判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
々
は
、預
貯
金
等

の
財
産
管
理
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
、施
設
入
所
等

に
関
す
る
契
約
を
一
人
で
行
う
こ
と
が
難
し
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、本
人
に
と
っ
て
不
利

益
な
契
約
を
結
ん
で
し
ま
う
な
ど
、悪
徳
商
法

の
被
害
に
遭
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う

な
方
々
を
法
的
に
守
る
制
度
が
成
年
後
見
制
度

で
す
。

成
年
後
見
制
度
と
は
？�

「
成
人
」で「
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
」の
財
産

管
理
や
契
約
行
為
を
、本
人
に
代
わ
り
法
的
に

権
限
を
与
え
ら
れ
た
後
見
人
等
が
行
い
、本
人

の
生
活
を
保
護
し
支
援
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

町
で
は
、成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

て
、成
年
後
見
制
度
の
利
用
や
申
し
立
て
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。詳
し
い
内

容
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�
成
年
後
見
人
の
役
割
は
本
人
の
財
産
管
理
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
契
約
で
あ
り
、食
事
の

世
話
や
実
際
の
介
護
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

相
談
窓
口

○�

寄
居
町
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー（
寄
居
町
社

会
福
祉
協
議
会
内

5
0
1
･
7
0
2
7
）

〇
福
祉
課（

内
線
1
2
2
･
1
2
4
）

総
合
体
育
館・ア
タ
ゴ
記
念
館
は

当
面
、休
館
と
な
り
ま
す

　
町
立
総
合
体
育
館・ア
タ
ゴ
記
念
館
は
、新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
集
団
接
種
会
場
と
し
て
使

用
す
る
た
め
、3
月
31
日
以
降
も
当
面
、休
館
と

な
り
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課（

内
線
5
3
1
）

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

電
子
申
請
･
届
出
サ
ー
ビ
ス

　

電
子
申
請
･
届
出
サ
ー
ビ
ス
は
、町
や
県
の

窓
口
で
受
け
付
け
て
い
る
申
請
や
手
続
き
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。引

越
し
に
伴
う
水
道
手
続
き
や
自
動
車
税
住
所
変

更
届
等
、さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
、皆
さ
ん
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も

行
え
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。詳
し
く

は
、町
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※「
埼
玉
県�

電
子
申
請
」で
検
索

問
総
合
政
策
課（

内
線
4
6
4
）

三
井
住
友
銀
行
窓
口
で
の

公
金
取
扱
い
変
更
に
つ
い
て

　
令
和
4
年
3
月
31
日
を
も
っ
て
、三
井
住
友

銀
行
の
窓
口
で
の
公
金
取
扱
い（
無
料
取
扱

い
）が
終
了
し
ま
す
。
町
で
発
行
し
た
納
入
通

知
書
等
に
よ
り
、4
月
1
日
以
降
、三
井
住
友

銀
行
の
窓
口
で
納
付
を
希
望
す
る
際
は
、別
途

手
数
料
を
ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す（
手
数
料
に
つ
い
て
は
銀
行
へ
ご
確
認
く
だ

さ
い
）。

※�

お
手
持
ち
の
納
付
書
の
納
付
場
所
に
三
井
住

友
銀
行
の
記
載
が
あ
る
場
合
で
も
、4
月
1

日
以
降
は
、手
数
料
を
ご
負
担
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
会
計
課（

内
線
1
7
2・1
7
3
）

皆
さ
ん
の
声
を
町
政
に
！

町
長
へ
の
手
紙
･フ
ァッ
ク
ス･
E
メ
ー
ル

　
町
長
へ
の
手
紙
･
フ
ァ
ッ
ク
ス
･
E
メ
ー
ル

は
、皆
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
･

ご
提
言
等
を
、今
後
の
町
づ
く
り
に
生
か
し
て

い
く
た
め
の
広
聴
制
度
で
す
。町
長
が
自
ら
拝

読
し
、回
答
し
ま
す
。貴
重
な
ご
意
見
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

町
長
へ
の
手
紙

役
場
1
階
ロ
ビ
ー
と
男
衾
･
用
土
両
連
絡
所
に

「
町
長
へ
の
手
紙
ボ
ッ
ク
ス
」を
設
置
し
て
い
ま

す
。所
定
の
用
紙
が
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
の

▶相談日　月～金曜日（祝日を除く）
▶時　間　午前9時～午後5時　　
▶場　所　役場2階
▶相談内容
　①職業相談・職業紹介
　②内職相談（火・金曜日実施）
　③障害者を対象とした就労支援
　※②、③は、町内在住の方が対象

働きたい皆さんを応援します！
お気軽にご利用ください。

よりいジョブセンター

）（ 586・1331問よりいジョブセンター

ＱＲコードから
ダウンロード！
ＱＲコードから
ダウンロード！

総務課　　内線314問

広報よりいや寄居議会だよりが
スマホで読める！ 寄居町をもっ
と身近に感じるアプリ「マチイ
ロ」をご活用ください。最新号
はもちろん、バックナンバーも
閲覧できます。

グリーン化特例による軽減について
令和4年度軽自動車税(種別割)についても、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税(種別割)が軽
減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象となる車両は、ナンバー登録をした翌年度に限り軽自動車税(種
別割)が軽減されます。詳細は下表をご覧ください。

税務課( 内線154～156)軽自動車税(種別割)に関するお知らせ

車種区分

税率（年税額）
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(ナンバー登録)をした車両

電気自動車�
天然ガス軽自動車�

※1

乗用・営業用：令和２年度燃費基準＋
令和12年度燃費基準90％達成車�

※2

乗用・営業用：令和２年度燃費基準＋
令和12年度燃費基準70％達成車�

※2
75％軽減 50％軽減 25％軽減

軽
自
動
車

三輪 1,000円 2,000円 3,000円

四
輪
以
上

乗用
自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

※1��平成21年排出ガス基準10％低減または平成30年排出ガス規制
適合

※2��揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガ
ス基準75％低減達成車（★★★★）または平成30年排出ガス
基準50％低減達成車に限ります。

(注)�最初のナンバー登録(初度検査年月)が平成21年3月以前の車両
については、重課税率が適用されます。

農耕車(トラクター等)のナンバー登録をしましょう
トラクター、コンバイン等で乗用装置を有するものや、
フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走らなくて
も所有していればナンバー登録が必要です。ナンバー登録
が済んでいない車両を所有している方は、印鑑と車台番号等
が分かる書類（販売証明書、譲渡証明書等）を持参し、税務
課で登録をお願いします。

日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス

おしらせおしらせ版

0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス581･2121（代表）寄居町役場


